
 

 

 

 

株式会社エヌ･ティ･ティ エムイー（以下「当社」といいます）は、当社が東日本電信電話株式会社

（以下「NTT 東日本」といいます）の提供する「フレッツ 光 WiFi アクセス」（以下、フレッツ光といいま

す）の利用を条件として提供する「WAKWAK for 光 WiFi（オーナー型 P）」（以下、本サービスといいま

す）について、当社の提供するインターネット接続サービス「WAKWAK」の契約者（以下、契約者とい

います）に対し、以下のように利用規程（以下、本規程といいます）を定めます。 

 

（本規程の範囲等） 

第 1 条 本規程は、契約者と当社の間における当社の提供するインターネット接続サービス

「WAKWAK」における「WAKWAK for 光 WiFi（オーナー型 P）」のご利用に係る条件について適用しま

す。契約者は、本規程を誠実に遵守していただきます。 

2．本規程は、WAKWAK利用条件等について当社が定めたWAKWAK利用規約（以下「WAKWAK利用

規約」といいます）に基づく個別規程に該当し、WAKWAK利用規約の一部を構成します。WAKWAK利

用規約と本規程が異なる場合には、本規程が優先されます。 

 

（本サービスの内容） 

第 2 条 本サービスの接続サービスコース、利用料金、対応するフレッツ光のサービスタイプの詳細

は、表 1および表 2に定める通りです。 

2．オプションサービスは一部ご利用できません。詳細は、表 4に定める通りです。 

3. オプションサービスのご利用は、契約者のみのご利用となります。 

 

（利用契約の申込） 

第 3条 本サービスの利用を希望する者（以下、申込者といいます）は、あらかじめ WAKWAK利用規

約及び本規程に同意し、当社が別に契約する契約者勧誘事業者へ申込み手続きを行っていただき

ます。 

2．WAKWAK利用規約第 6条はこれを適用しません。 

 

（適用の条件） 

第 4条 本サービスは表 2に規定するサービスタイプのフレッツ光の契約が必要です。契約者の契約

しているフレッツ光が表 2 に規定のないサービスタイプであるときには、本サービスは提供できませ

ん。 

 

（利用契約の成立） 

第 5条 本サービスの利用契約は、当社が本規程第 3条（利用契約の申込）に規定する利用契約の

申込を承認し登録が完了した日に成立するものとします。 

2．WAKWAK利用規約第 7条第 2項、第 3項はこれを適用しません。 

3．当社は、WAKWAK 利用規約第 7 条の規定にかかわらず、申込者が表 2 に規定するサービスタイ

プのフレッツ光の契約者でない場合、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。 

 

（サービスコースの変更） 

第 6 条 本サービスから他の接続サービスコースへの変更、他の接続サービスコースから本サービ

スへのコース変更はできません。 

 

（契約者による解約） 

第 7 条 契約者が本サービスの利用契約の解約を希望する場合には、解約希望月の末日までに

NTT 東日本へ届け出ていただくこととします。この場合、当該末日をもって解約となります。 

2．WAKWAK利用規約第 13条第 1項、第 2項はこれを適用しません。 

 

（最低利用期間） 

第 8 条 本サービスには、1 利用契約毎に当社が別途メールにて通知し、「オンライン会員サポート」

上に掲示するサービス提供開始日の属する暦月の初日から起算して 12ヶ月間の最低利用期間があ

ります。 

2．契約者は、前項の最低利用期間内に解約により、本サービスにかかる利用契約を終了した場合

は、解約事務手数料 5,500円を、当社が定める期日までに支払うものとします。 

3．前項の定めにかかわらず、本サービスを申込んだ契約者が、初期契約解除制度による契約解除

を届出た場合、解約事務手数料 3,300 円を、当社が定める期日までに支払うものとします。また、契

約解除するまでの期間において発生した本サービスの月額基本料金は請求しません。 

4．第 2項および第 3項に定める解約事務手数料は、以下の各号に該当する場合には免除する場合

があります。 

（1） 契約者が死亡した場合 

（2） フレッツ光回線名義変更に起因して NTT 東日本から本サービスの終了が通知された場合 

 

（支払方法） 

第 9条 本サービスに関わるすべての料金については、本サービス契約者に対し請求いたします。支

払方法については、口座振替、クレジットカード、請求書のいずれかとなります。口座振替の場合、別

途、口座振替事務手数料として 132 円／月が必要です。請求書の場合、別途、請求書発行手数料と

して請求書発行ごとに 220 円が必要です。なお、契約者が口座振替事前明細書を希望する場合に

は、別途、当社が定める発行にかかる手数料（口座振替事前明細書発行手数料）として 88円／月が

必要です。 

2．口座振替またはクレジットカードがお支払の手段として利用できなくなった場合には、請求書により

請求いたします。請求書は、当社指定の銀行・ゆうちょ銀行およびコンビニエンスストアでご利用い 

ただけます。別途、請求書発行ごとに請求書発行手数料 220円が必要です。 

 

（契約者の義務） 

第 10 条 契約者は、本サービスを利用する集合住宅の入居者（以下「関係者」といいます）以外の第

三者に対して、本サービスを使用させてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者

の行為とみなされるものとし、本規程および WAKWAK 利用規約の各条項が適用されることに契約者

は同意するものとします。 

2．契約者は関係者に対しても、契約者と同様に本規程を遵守させる義務を負うものとします。 

 

（契約者情報の取扱い） 

第 11条 契約者は、本サービスの提供を目的として、当社と NTT 東日本との間で、以下の各号に定

める事項について、相互に通知することについてあらかじめ同意します。 

 （1）WAKWAKの申込手続きの処理状況 

 （2）フレッツ光の申込手続きの処理状況 

 （3）WAKWAKの利用契約内容 

 （4）契約者からの問合せ内容 

 （5）契約者の利用料金支払状況 

 

（契約者の氏名の通知等）  

第 12条 契約者は、当社が契約者の氏名、住所、通信の履歴及び関係者の通信の履歴等をＮＴＴ東

日本に通知する場合があることについて、同意していただきます。 

 

（サービスの変更・廃止） 

第 13 条 当社は、相当なる予告期間をもって、当社所定の方法により契約者に通知することにより、

本規程、本サービスの内容の変更または廃止することができます。 

2．当社は、前項による本規程、本サービスの内容の変更または廃止については、当社の故意また

は重大な過失に基づく場合を除いて、契約者に対し、一切責任を負いません。 

 

（契約者資格の中断・取消） 

第 14条 契約者がWAKWAK利用規約第 26条および本規程第 10条（契約者の義務）違反に該当す

る場合には、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該契約者の契約者資格を中断または取り消

すことができるものとします。なお、契約者資格の中断中においても料金は契約内容に基づき発生す

るものとし、また、契約者資格が取り消された場合、当該契約者は、当社に対する債務の全額を当社

が定める期日までに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切

負わないものとします。 

 

（免責事項） 

第 15 条 WAKWAK 利用規約第 31 条の免責事項には、本規程第 10 条（契約者の義務）違反による

本サービスの中止中断を含むものとし、関係者の損害についても適用されるものとします。 

 

 

本規程は 2013年 11月 8日より実施します。 

表示価格は、特に記載がある場合を除きすべて税込です。 
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表 1 料金表 

接続サービスコース 初期費用*1 月額基本料金*2 

WAKWAK for 光 WiFi 

（オーナー型 P） 
無料 1,540円 

 

*1 別途、NTT 東日本が提供するフレッツ光回線の契約料が必要です。詳細は NTT 東日本へお問

合せください。 

*2 別途、NTT 東日本が提供するフレッツ光回線の月額利用料金が必要です。詳細は NTT 東日本

へお問合せください。 

 

注意事項 

月途中の解約の場合でも月額基本料金を請求いたします。日割計算は行いません。ただし、初期契

約解除制度による契約解除の場合は月額基本料金は請求いたしません。 

 

表 2 対応するフレッツ光のサービスタイプ 

接続サービスコース フレッツ光サービスタイプ フレッツ光提供事業者 

WAKWAK for 光 WiFi 

（オーナー型 P） 
フレッツ 光 WiFi アクセス NTT 東日本 

 

表 3 契約に関わる手続き 

 お申込先 

契  約 当社が別に契約する契約者勧誘事業者 

解  約 NTT 東日本 

 

表 4 購入可能オプション一覧 

メールプラス  ○ 

メールウイルスチェックプラス  ○ 

会員ホームページおよびホームページ容量追加  ○ 

メールおなまえプラス  ○ 

マカフィー・セキュリティスイート  ○ 

マカフィー・ウイルススキャン  ○ 

マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス  ○ 

PC 訪問設定サービス  ○ 

アドレスプラス  × 

独自ドメインサービス  × 

 

表示価格は、特に記載がある場合を除きすべて税込です。 
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